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第 ２４ 標識 

１ 標識又は表示の方法  

(１ ) 規 則 、告 示 等 に よ り 規 定 さ れ る 消 防 用 設 備 等 の 標 識 又 は 表 示 の 方 法 

は 、別 表 第 １ の と お りと す る 。 

(２ ) 標 識 及 び 表 示 の 文 字 は 鮮 明 度 を そ こ な わ な い 範 囲 で 、当 該 標 識 及 び 

表 示 の 大 き さ に 応 じ たも の と す る こ と 。  

(３ ) 制 御 弁 等 を パ イ プ シ ャ フ ト 内 等 に 設 け る 場 合 の 標 識 等 の 設 置 場 所 は 

当 該 パ イ プ シ ャ フ トの 扉 に 設 置 す る こ と 。 

な お 、 複 数 の 弁 類 等 を 同 一 場 所 に 設 け る 場 合 は 、 各 弁 等 に も 標 識 等 

を 設 け る こ と 。 

(４ ) 消 火 器 を 直 接 視 認 す る こ と が で き る 状 態 で 設 置 し た 場 合 に あ っ て は 、 

令 第 3 2 条 の規 定 を 適 用 し 、 別 表 第 １ の 消 火 器 の 標 識 に 代 え て J I S Z 8 

2 1 0 に 定 め る 消 火 器 の ピ クト グ ラ ム （ 下 図 参 照 ） を 設 け る こ と が で き 

る も の と  

　  

（５) 光 警 報 装 置 を 設 置 し た 場 合 は 、光 警 報 装 置 の 設 置 個 所 付 近 の 見 や す い 

位 置 に 設 け る 

こ と が 望 ま し い 。  

※ＩＳＯ（国際標準化機構）において光警報装置のピクトグラム を登録（しかし、現在 JISには認定さ

れていない。） 
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